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 公共⼯事の品質確保に不可⽋な担い手の中⻑期的な育成･確保に加え、働き⽅
改革の推進、生産性向上への取組、災害時の緊急対応強化・持続可能な事業環
境の確保のため、品確法など担い手三法（※）が令和元年6⽉に改正・公布

 この改正品確法（R元.6）においては、公共⼯事に関する調査等の品質が公共
⼯事の品質確保を図る上で重要な役割、と明記され、公共⼯事に関する調査等
（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設計）について
広く本法律の対象として位置付けられたところ。

※担い手三法（公共⼯事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共⼯事の⼊札及び契約の
適正化の促進に関する法律）

１．入札契約制度の考え方（１）
 当社が⾏う調査・設計業務は、当社の⾼速道路建設・管理運営事
業において実施する⼯事の前段階で⾏う測量、調査・設計業務や
事業の進捗に応じて実施する調査であり、その品質確保は⼯事の
品質確保と並んで重要なもの。
 また、調査・設計業務については、⼯事と同様に、業務を実施す
る技術者の技術⼒等が成果品の品質に⼤きな影響を与える。
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１．入札契約制度の考え方（２）

 成果品の品質を確保し、円滑な事業進捗のため、調査・設計業務
の⼊札契約制度を明確化
 改正品確法等の趣旨を踏まえ、技術⼒による選定を第⼀とし
た考え⽅を明確化

 技術⼒の評価基準の統⼀運⽤

 NEXCO東⽇本では、改正された品確法の趣旨を踏まえ、基本理
念にのっとり、調査設計業務の品質確保の担い手の中⻑期的な育
成及び確保に配慮しつつ、発注関係事務を適切に実施

※従前からの取組を⼀層推進するため、平成30年8⽉から実施する
調査・設計業務に下記の取組を適⽤中
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２．入札契約方式の明確化（１）
 調査・設計業務の発注は、調査・設計の内容及び技術的な⼯夫の
余地に応じて「落札者の決定⽅式」を選定
 技術的に⾼度なものや専⾨的な技術が要求される業務、積算基準の適⽤が困難な業務
はプロポーザル⽅式を採⽤
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２．入札契約方式の明確化（２）
 落札者の選定⽅式が適切に選定されるよう、業務内容に応じた基
本的な発注⽅式も明示
 ⾼速道路事業は、技術基準等の専⾨性のある技術や⾼い知識が必要であり、プロポー
ザル⽅式による発注を優先する
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３．プロポーザル方式の評価項⽬等（１）
 プロポーザル⽅式で適⽤する競争参加者の設定⽅法は、当該調査・
設計業務の契約制限価格及び業務の内容に応じて設定

WTO基準額以上
（6,800万円以上）

5,000万円以上

250万円超

落札者の決定方法 プロポーザル方式
（総合評価型）

プロポーザル方式
（技術者評価型）

制限価格（税込み）

競
争
参
加
者
の
設
定
方
法

公募型プロポーザル方式

簡易公募型プロポーザル方式

簡易公募型プロポーザル方式
または

標準プロポーザル方式

手
続
開
始
の
公
示

契
約
図
書
取
得

参
加
表
明
書
の

提
出

選
定
通
知
／
技
術

提
案
書
提
出
要
請

技
術
提
案
書
の

提
出

ヒ
ア
リ
ン
グ
の

実
施

技
術
提
案
書
の

特
定
・
通
知

見
積
執
行
／

契
約
の
締
結

プロポーザル⽅式の競争参加者の設定

プロポーザル⽅式の手続きの流れ
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３．プロポーザル方式の評価項⽬等（２）
 プロポーザル⽅式の選定時の評価項目・配点（標準例）

総合評価型 技術者評価型 総合評価型 技術者評価型

専門技術力 同種類似業務の実績 30 30 20 20

管理技術力 施工管理業務の実績(注１) － － 10 10

専門技術力 同種業務の成績 － － 10 10

専門技術力 表彰実績 10 10 5 5

資格停止措置 （-2～-5） （-2～-5） （-2～-5） （-2～-5）

40 40 45 45

資格要件 技術者資格 30 30 20 20

専門技術力 同種類似業務の実績 30 30 20 20

成績・表彰等 専門技術力 同種業務の成績 － － 15 15

手持ち業務 手持ち業務金額及び件数 適否 適否 適否 適否

60 60 55 55

業務実施体制の妥当性 適否 適否 適否 適否

100 100 100 100

公募型プロポーザル方式 簡易公募型プロポーザル方式

(注１) 業種区分が道路設計、橋梁設計、トンネル設計、その他土木設計の場合に評価する

小計

予
定
管
理
技
術
者

資格・実績等

業務実施体制

評価点合計

選
定
・
参
加
表
明
書

判断基準

資格・実績等

成績・表彰等

事故及び不誠実な行為

評価項目 評価の着目点
評価
対象

小計

参
加
表
明
者

■プロポーザル⽅式・選定基準（下表は標準例であり、詳細は、各業務の説明書を参照してください）
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総合評価型 技術者評価型 総合評価型 技術者評価型

企業 資格・実績等 管理技術力 施工管理業務の実績(注１) 10 10

資格要件 技術者資格 10 10 10 10

専門技術力 同種類似業務の実績 10 10 10 10

資格要件 技術者資格 10 10 5 5

専門技術力 同種類似業務の実績 10 10 5 5

40 40 40 40

5 10 5 10

10 30 10 30

10 20 10 20

60 60 60 60

適否 適否 適否 適否

100 100 100 100

(注１) 業種区分が道路設計、橋梁設計、トンネル設計、その他土木設計の場合に評価する

35 35

公募型プロポーザル方式 簡易公募型プロポーザル方式

評価点合計

特
定
　
技
術
提
案
書
及
び
ヒ
ア
リ
ン
グ

資格・実績等

予
定
管
理

技
術
者

予
定
●
●

技
術
者

小計

参考見積

小計

特定テーマに対する技術
提案

資格・実績等

的確性

実現性

独創性

実施方針・実施フロー・工
程表・その他

業務理解度

全体（※複数テーマ間の整合性）

評価項目 評価の着目点 判断基準

実施手順

その他（業務知識・有効な代替案）

評価
対象

３．プロポーザル方式の評価項⽬等（３）
 プロポーザル⽅式の特定時の評価項目・配点（標準例）
■プロポーザル⽅式・特定基準（下表は標準例であり、詳細は、各業務の説明書を参照してください）
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３．プロポーザル方式の評価項⽬等（４）
 技術評価項目・評価基準の取扱（企業）
 企業・技術者とも実績・成績は、評価基準年は過去１０年間とし、同⼀の技術基準を⽤い
るNEXCO中・⻄とは同評価とする（国交省の実績は低減し評価する）

 企業については、過去３年度の施⼯管理業務の受注実績を評価する（現契約件数で評価）

評価内容の細部

選定時 特定時 選定時 特定時

補足

企業成績

NEXCO他2社の評価
同等

（N3社同じ）
設計基準が同一業務であり、NEXCO３社は
同評価

10年

－ 10

N3社以外は0.5
国交省成績も評価（Ｎ３社を優位）。参加
意欲の向上

10年で割り切り年数(有効期間)

NEXCO以外の評価

完了済（継続契約中含む※）の業務実績
（3件10、2件6、1件3）
※同一工事区業務は1件カウント

NEXCO他2社の評価 東のみ評価 管理技術力及び当社への貢献度を評価

過去3年度

－ － 10 10

施工管理
実績 年数(有効期間)

NEXCO以外の評価

20

10年で割り切り

設計基準は同一であり、NEXCO３社は同評
価（公募は複数件評価）

国交省実績も評価（Ｎ３社を優位）。参加
意欲の向上

簡易公募型

参
加
表
明
者
（

企
業
）

企業実績
年数(有効期間)

N3社以外は0.5

NEXCO他2社の評価
同等

（N3社同じ）

10年

30

（参考）配点案

公募型
今回制定
基準の
考え⽅

（参考）標準配点

9



評価内容の細部

選定時 特定時 選定時 特定時

管理技術者のみでなく、担当技術者・照査技術者での実績・成績でも評価

（参考）配点案

公募型
今回制定

簡易公募型

予
定
管
理
技
術
者

管理技術
者資格 技術者資格等

上記評価時の従事役職

10 10年

管理技術
者実績

年数(有効期間) 10年

10年 30 10 20

同等
（N3社同じ）

設計基準は同一であり、NEXCO３社は同評
価

NEXCO以外の評価 N3社以外は0.5
国交省実績も評価（Ｎ３社を優位）。参加
意欲の向上

30 10 20 10

10年で割り切り

NEXCO他2社の評価

管理技術
者成績

年数(有効期間) 10年

NEXCO以外の評価 N3社以外は0.5
国交省実績も評価（Ｎ３社を優位）。参加
意欲の向上

－ 15

10年で割り切り

NEXCO他2社の評価

補足

同等
（N3社同じ）

設計基準は同一であり、NEXCO３社は同評
価

３．プロポーザル方式の評価項⽬等（５）
 技術評価項目・評価基準の取扱（技術者）
 企業・技術者とも実績・成績は、評価基準年は過去１０年間とし、同⼀の技術基準を⽤い
るNEXCO中・⻄とは同評価とする（国交省の実績は低減し評価する）

 予定管理技術者の評価の従事役職は、担当技術者や照査技術者でも評価

基準の
考え⽅

（参考）標準配点
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３．プロポーザル方式の評価項⽬等（６）
 配置予定管理技術者の同種業務の実績・成績は、当該業務での従事役職が管理
技術者だけでなく、担当技術者・照査技術者のものも認める
・評定通知時に、担当技術者の評定も実施されていること、技術者の⾼齢化・固定化を
回避するため、管理技術者の実績に偏った評価を回避

評価項⽬ 評価基準（例） ※記載例であり、実評価は、業務ごとに⼿続開始の公⽰（説明書）で確認ください

配置予定
管理技術
者の経験及
び能⼒

平成21年4⽉1⽇以降
に受渡しが完了した配置
予定管理技術者の同種
業務又は類似業務の経
験

以下の順位で評価する。
同種業務経験は、同種業務に従事した配置予定技術者の役職が管
理技術者、照査技術者、現場作業責任者、担当技術者のいずれかの場
合に評価する。
①同種業務がNEXCO東⽇本・NEXCO中⽇本・NEXCO⻄⽇本の発注
業務

②同種業務が国⼟交通省の発注業務
（以下省略）

平成21年4⽉1⽇以降
に受渡しが完了した配置
予定管理技術者の同種
業務の成績（技術者評
定点）

以下の順位で評価する。
同種業務の成績は、同種業務に従事した技術者の役職が管理技術者、
照査技術者、現場作業責任者、担当技術者のいずれかの場合に評価す
る。
①NEXCO東⽇本・NEXCO中⽇本・NEXCO⻄⽇本の発注業務で成績
評定点（技術者評定点）が90点以上の業務

②NEXCO東⽇本・NEXCO中⽇本・NEXCO⻄⽇本の発注業務で成績
評定点（技術者評定点）が90点未満71点以上の業務

③（以下省略）記載例は2019（令和元）年度発注の場合 11



（参考）成績評定通知書（当社例）
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（参考）設計業務と施⼯管理業務との連携

① 設計・施⼯管理業務

 当社と建設コンサルタント双⽅にとって効率的かつ柔軟な業務実
施体制を構築することを目的とし、設計業務の対象⼯事の完成ま
で、施⼯管理業務を継続契約する前提で設計と施⼯管理業務を⼀
括して調達する取組を実施

 設計の担当技術者が⼯事段階で現場の施⼯管理実態を把握できる
等技術者の経験機会を創出 （平成２９年６⽉〜）

② 設計業務調達時に
施⼯管理業務実績を
評価【企業】

 当社が発注する⼟⽊設計業務（道路設計、橋梁設計、トンネル設
計、その他⼟⽊設計）の調達時（簡易公募プロポーザル⽅式、総
合評価落札⽅式（条件付⼀般競争⼊札））の企業の評価項目に
『施⼯管理業務の実績』を追加 （平成３０年７⽉〜）

③ 設計業務調達時に
施⼯管理業務経験を
評価【担当技術者】

 当社が発注する⼟⽊設計業務の調達時の担当技術者の評価項目に
『施⼯管理業務の業務経験』の追加を検討中

（令和元年度より導⼊予定）

建設コンサルタントが担う設計業務と施⼯管理業務の連携の強化建設コンサルタントが担う設計業務と施⼯管理業務の連携の強化
 多くの施⼯管理業務を建設コンサルタントが実施しており、設計業務との連携を
強化することで、受注意欲の向上と技術者の経験機会を創出する
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４．総合評価落札方式の評価項⽬等（１）
 総合評価落札⽅式で適⽤する競争参加者の設定⽅法は、当該調査・
設計業務の契約制限価格に応じて設定

入
札
公
告

契
約
図
書
取
得

確
認
申
請
書
・

技
術
資
料
の
提
出

競
争
参
加
資
格

確
認
結
果
通
知

入
札
書
の
提
出

入
札
・
開
札
執
行

契
約
の
締
結

総合評価落札⽅式の競争参加者の設定

総合評価落札⽅式の手続きの流れ

WTO基準額以上
（6,800万円以上）

一般競争入札
（WTO適用）

5,000万円以上

一般競争入札

250万円超

条件付一般競争入札

落札者の決定方法
総合評価落札方式

制限価格（税込み）

競
争
参
加
者
の
設
定
方
法
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 総合評価落札⽅式の評価値等について

価格評価点＝ 式①×０．５ ＋ 式②×０．５

式①＝
価格評価点の配点×（１－（

⼊札価格－調査基準価格
）２）＋定数

契約制限価格－調査基準価格
なお、⼊札価格が調査基準価格を下回る価格である場合は、「価格評価点の配点＋定数」を付与する。

式②＝
価格評価点の配点×（１－（

⼊札価格－重点調査価格 ）２）＋定数
契約制限価格－重点調査価格

なお、⼊札価格が重点調査価格を下回る価格である場合は、「価格評価点の配点＋定数」を付与する。

■評価の⽅法

価格評価点 技術評価点
配点 評価値

配点 定数

総合評価落札⽅式 ３０ １０ ６０ １００

■評価値と配点
価格評価点と技術評価点の配点バランスは、「価格１︓技術２」とする。

■総合評価点概念図
（技術評価点満点（６０点）の例）

0

20

40

60

80

100

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

評
価
値

入札率
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価格評価点 総合評価点

■評価値
評価値＝価格評価点＋技術評価点

４．総合評価落札方式の評価項⽬等（２）
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４．総合評価落札方式の評価項⽬等（３）
 総合評価落札⽅式の評価項目・配点（標準例）
■総合評価落札⽅式の評価項目・配点（下表は標準例であり、詳細は、各業務の説明書を参照してください）

一般競争
（ＷＴＯ適用）

一般競争 条件付
一般競争

一般競争
（ＷＴＯ適用）

一般競争 条件付
一般競争

専門技術力 同種類似業務の実績 30 25 25 30 15 15

管理技術力 施工管理業務の実績 － - - - 10 10

専門技術力 同種業務の成績 - 20 20 - 20 20

専門技術力 表彰実績 10 5 5 10 5 5

資格停止措置 （-2～-1） （-2～-1） （-2～-1） （-2～-1） （-2～-1） （-2～-1）

40 50 50 40 50 50

資格要件 技術者資格 30 20 20 30 20 20

専門技術力 同種類似業務の実績 30 20 20 30 20 20

成績・表彰等 専門技術力 同種業務の成績 - 10 10 - 10 10

手持ち業務 手持ち業務金額及び件数 適否 適否 適否 適否 適否 適否

60 50 50 60 50 50

業務実施体制の妥当性 適否 適否 適否 適否 適否 適否

100 100 100 100 100 100

土木設計土木設計以外

評価
対象

評価項目 評価の着目点 判断基準

業務実施体制

評価点合計

企
業

資格・実績等

成績・表彰等

事故及び不誠実な行為

小計

予
定
管
理
技
術
者

資格・実績等

小計

⼟⽊設計とは、業種区分が道路設計、橋梁設計、トンネル設計、その他⼟⽊設計のいずれかの調査等とする。
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５．各手続きの期間
 各⼊札契約⽅式の
手続き期間は、資
料作成に配慮した
手続き期間を確保
して設定

 落札者決定までの標準的
な⽇数

（WTO基準額未満）
 プロポーザル⽅式

 35~65⽇＋α
 総合評価落札⽅式

 21⽇＋α
 ⾃動落札⽅式

 21⽇＋α

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式 総合評価落札方式 自動落札方式

平日10日 平日10日 平日10日
※求める書類 ※求める書類 ※求める書類

適宜（5～10日） 適宜（5～10日） 適宜（5～10日）

（3～5者選定）

10～40日

※求める書類

※提出無し ※提出無し

適宜（5～10日）
※提出無し ※提出無し

適宜（5～10日）
※提出無し ※提出無し

※提出無し ※提出無し

※提出無し ※提出無し

10～15日 7日程度 7日程度

落札者決定までの日数 WTO基準額以上 70（+14）日 42（+14）日 42（+14）日
WTO基準額未満 35～65日+α 21日＋α 21日＋α

調査等の入札契約手続きの流れ

施行伺い・発注依頼 業務規模確定

技術審議会・技術審査①
技術的事項・総合評価項目

の設定審議
実施選定基準の技術適性等審議

競争参加資格等審査委員会①
競争参加資格・総合評価項

目の決定審議
実施

競争参加資格・選定基準の
決定審議

手続開始の公示(入札公示) ホームページ掲載（WTO以上は官報告示）

参加表明書・申請書等の提出期限 参加表明書 確認申請書・技術提案書 確認申請書

競争参加資格等審査委員会② 提出要請者の選定
競争参加資格確認・技術評

価点の決定
競争参加資格確認

技術審議会・技術審査② 参加表明書の評価
企業実績・技術者資格経験
の確認・技術提案書の評価

企業実績・技術者資格経験
の確認

技術提案書

通知、要請等 競争参加資格確認通知 競争参加資格確認通知

提出期限

選定通知
技術提案書の提出要請

技術審議会・技術審査③ 技術提案書の評価

ヒアリング ヒアリング

通知等 技術提案書特定通知

提出期限 見積書提出

競争参加資格等審査委員会③
技術提案書及び見積者の

特定

入札書提出 入札書提出

入札、見積執行 ⇒ 落札者決定
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６．入札公告の掲載（１）
当社の⼊札公告や契約情報は、当社ＨＰ（調達・お取引）から、随時検索、

閲覧できます。 【公告⽇毎の表示】
https://www.e-nexco.co.jp/

「調達情報」タブを選択

↓下にスクロール
「入札公告を掲載しました」を
クリックするとその日付の新着
情報を表示

18
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６．入札公告の掲載（２）
当社の⼊札公告や契約情報は、当社ＨＰ（調達・お取引）から、随時検索、

閲覧できます。 【件名や契約⽅法、地域での検索】
https://www.e-nexco.co.jp/

①ここを
選択

②ここを
クリック

③検索ウィンドウ
で検索

※契約方法や地域
を指定しての検索
が可能

19

https://www.e-nexco.co.jp/


７．手持ち業務⾦額の評価の取扱い
設計業務における技術者不⾜への対応として、調査等における配置予定技術者の手持ち

業務に関する取扱いにおいて、複数年度にわたる契約業務がある場合の手持ち業務⾦額の
評価⽅法を⾒直し、年度換算できることとしています （令和元年6⽉24⽇公表）

20個別案件における手持ち業務の評価⽅法については、手続き開始の公示等をご確認ください。

例︓評価対象時点が、「令和元年10⽉」の業務における、競争参加希望者の手持ち業務の評価⽅法
手持ち業務Ａ 令和元年度 令和２年度

 ★評価対象時点
9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉

 契約期間  令和元年９⽉●⽇〜令和２年７⽉●⽇（11カ⽉）
 契約⾦額  １１０百万円
 評価対象年度相当額 ７０百万円（注1）

注1︓年度相当額の算出⽅法
１１０百万円÷１１か⽉×７か⽉

手持ち業務Ｂ 平成30年度 令和元年度 令和２年度
 ★評価対象時点

12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉

 契約期間  平成３０年１２⽉●⽇〜令和２年６⽉●⽇（19カ⽉）
 契約⾦額  ３８０百万円

 評価対象年度相当額 ２４０百万円（注2）
注2︓年度相当額の算出⽅法
３８０百万円÷１９か⽉×１２か⽉

 手持ち業務評価 ２件、３１０百万円 （従来の運⽤ ４９０百万円）



８．働き方改革を推進する業務改善の取組み
NEXCO東⽇本では、⼀般社団法人建設コンサルタンツ協会とNEXCO東⽇本が発注する設
計業務等において、双⽅で協⼒した取組みにより、円滑な業務実施と品質向上に資する働
き⽅改革を推進することを目指し、確認書を交換（令和元年6⽉21⽇公表）

21

確認書においては、以下の内容について積極的に取り組むこととしています。
【1】⽉曜⽇を依頼の期限⽇としない（マンデー・ノーピリオド）
【2】⽔曜⽇は定時の帰宅に⼼掛ける（ウェンズデー・ホーム）
【3】⼟・⽇曜に休暇が取れるように⾦曜⽇には依頼しない（フライデー・ノーリクエスト）
【4】昼休みや午後5時以降からの打合せをしない（ランチタイム・オーバーファイブ・ノーミーティング）
【5】定時間際、定時後の依頼、打合せをしない（イブニング・ノーリクエスト）
【6】⾦曜⽇も定時の帰宅に⼼掛ける。
この取組内容については、NEXCO東⽇本の発注業務の契約締結後の打合せにおいて、双⽅で確認し記
録することとしています。

（左）NEXCO東⽇本 横⼭建設・技術本部⻑ （右）建設コンサルタンツ協会 ⾼野会⻑


